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1. 旧計画の概要 

「みどりの基本計画」の改定にあたり、平成11年3月に策定された旧計画について、目標達成状

況や各施策の取り組み状況を評価、検証を行い、本計画に活用するため課題などを整理しました。 

 

(1) 緑地の確保目標量 

旧計画では、公園・緑地、大学や社寺境内などを緑地として捉え、平成22年における確保目標

量を概ね11,170haとしました。これは、市域面積に対し60％を占めることとなります。 

一方、本計画では森林や草地などのみどりが占める割合（緑被率）を確保目標としており、現況

（平成19年度）では、61％という結果でした。これは、旧計画の確保目標とは単純に比較できな

いものの、割合が概ね同じなどであることから、緑地の量としては目標を概ね達成できていると考

えます。 

旧計画では都市計画公園などの都市施設とする緑地について、一人あたりの確保目標量を30.29

㎡としています。これは、都市計画上の位置づけを重視した考え方に基づき設定をしたものでした

が、社会情勢の変化などの影響により達成が難しくなっており、抜本的な考え方の整理・修正が必

要となっています。 

 

(2) 施策の評価 

旧計画では、本計画と同様６つの施策方針を立てています。 

１）中心市街地のみどりを創出するための施策方針 

２）周辺市街地のみどりを守り、創出するための施策方針 

３）丘陵地のみどりを守りはぐくむための施策方針 

４）山地のみどりを守るための施策方針 

５）みどりをネットワークするための施策方針 

６）みどりを育て、守る心をはぐくむための施策方針 

 

方針ごとの施策の進捗状況を踏まえた評価結果を次に示します。 

 

① 中心市街地のみどりを創出する 

ＪＲ八王子駅前に整備されたマルベリーブリッジ上に植え込みを設ける、駅前通りを中心

にマロニエの植栽を行うなど駅周辺を中心に都市緑化の拠点をつくるための施策を実施し

ましたが、京王八王子駅前の緑化やポケットパークの整備、シンボルツリーの植栽など課題

として残っている施策もあり、中心市街地の緑化推進を今後も継続して強化していく必要が

あります。 

 

② 周辺市街地のみどりを守り、創出する 

既存市街地における湧水の実態把握や、保全施策の検討、既成住宅市街地での生け垣づく

りの推進や公園づくりへの住民参加の推進などを実施しましたが、市街地内の巨樹、景観木

の保全など課題として残っている施策もあり、湧水の復活、身近なみどりの保全や創出が今

後も必要です。 
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③ 丘陵地のみどりを守りはぐくむ 

市条例による緑地保護地区や、斜面緑地保全区域の指定、また、都条例にもとづく緑地保

全地域など緑地の確保に努めてきましたが、市街地を取り囲む里山の保全計画の策定など未

実施の施策があるほか、生産緑地地区の基盤整備など継続した課題もあります。 

このことから、今後も丘陵地のみどりの確保と市民・事業者・市による里山保全のしくみ

の構築を中心に進めていく必要があります。 

 

④ 山地のみどりを守る 

高尾山周辺の国定公園、陣馬山周辺などの都立自然公園としての確保、また、夕やけ小や

けふれあいの里の緑化などに努めてきましたが、自然植生やいきものの調査および保護、法

的担保のない森林の保全策の検討などの課題も残っており、今後も市街化調整区域のみどり

の保全手法の確立について検討していく必要があります。 

 

⑤ みどりをネットワークする 

都市基幹公園・大規模公園など核となるオープンスペースの確保や、国道２０号のイチョ

ウ並木の天然記念物指定による維持・保全など、ネットワーク形成のための施策を実施しま

した。大規模な都市計画緑地の確保や地区のシンボルロードの緑化推進などが、今後の課題

であり、さらに、生物多様性の確保や近隣自治体などとの広域的な連携が必要となっていま

す。 

 

⑥ みどりを育て、守る心をはぐくむ 

環境市民会議などのパートナーシップの体制づくりに取り組んできたほか、はちおうじ出

前講座の推進や学校での自然教育のための読本の作成など、みどりを学ぶプログラムづくり

を実施してきました。市内の自然景観や動植物、樹木、屋敷林などの実態把握をもとにした

本市のみどりのデータベースづくりなどのみどりを育て、守る心をはぐくむための基盤とな

る情報の整備が課題となっています。 

さらに、みどりと実際にふれあうことのできる自然体験を重視した環境教育・環境学習を

推進していく必要があります。 
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2. 市の概況 

 

(1) 地 勢 

八王子市は、東京都心から西へ約40キロメ

ートル、新宿から電車で約40分の距離に位置

しています。地形はおおむね盆地状で、北・

西・南は海抜200メートルから800メートル

ほどの山や丘陵地帯に囲まれ、東は関東平野

に続いています。 

大正6年の市制施行から90年を経た現在

は、人口55万人の多摩地区の中核都市とし

て、23の大学・短期大学・高専を抱えた学園

都市として、発展を続けています。 

 
図資－１ 八王子市の位置 

 

 

 

 

○ 基本としている図面について 

八王子ゆめおりプラン（基本構想・基本計画）では地域ごとの個性や魅力が活かされ、

各地域が相互に補完しあい、全体として均衡のとれた「ふるさと八王子」が形成できるよ

う、市域を6つに区分することとし、それぞれの地域に応じたまちづくりを市民協働のも

とですすめていくことを方針としています。 

このことから、市の概況に係る図面には、地域の区分線を含んだものを用いています。 
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① 地形・地質 

八王子市の地形は、山地・丘陵・台地・低地の四つに区分されます。 

西方は山地であり、高尾山（599m）などの山々が連なっており、地質は中世代白亜紀の粘

板岩・チャートなどからなります。 

山地からは複数の丘陵が東へ伸びており、丘陵の間を中小の河川が東へ向かって流れ、河川

沿いには段丘が形成されています。台地は、市の東部に日野台地が分布しています。低地は、

浅川の氾濫原であり、盆地になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（資料：八王子市都市景観形成基本計画） 

図資－２ 八王子市の地形 

 

② 河川網 

主要な河川は、一級水系多摩川の右岸支流として、高尾・陣馬山麓を源流として市内を流れ、

日野市で多摩川と合流する浅川とその支流、同じく加住丘陵を源流とする谷地川、多摩丘陵を

源流として多摩市で合流する大栗川があげられます。 

 
（資料：数値地図25000） 

図資－３ 河川網 
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③ 湧水 

東方を除く三方を丘陵と山地で囲まれている八王子市では、各地の崖線･段丘線・山腹・窪地

などに、多くの泉や池があります。 

 

 

（資料：湧水マップ） 

図資－４ 湧水地点 

 

(2) 気 象 

八王子市は、東京都西端の山岳地帯に隣接

しており、都心の気温と比較すると低くなっ

ています。 

平均気温の推移は、年により変動があるも

のの、微増傾向が見られ50年前と比べると

0.9℃上昇しています。東京(大手町)、府中、

青梅にも同様の傾向が見られます。 

降水量は、945～2,394㎜の範囲で変化し

ており、過去50年間の平均値は1,583.3㎜

でした。 
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（資料：気象庁観測結果、八王子市観測結果）

図資－５ 平年値との差 
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（資料：気象庁観測結果、八王子市観測結果）

図資－６ 平均気温の推移 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1958 1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008

年

mm

年降水量

 

（資料：八王子市観測結果）

図資－７ 年降水量の推移（八王子） 
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(3) 人口・世帯数 

国勢調査によると人口は、概ね現在の市域となった昭和40年では207,753人でしたが、その

後、ニュータウン開発や民間宅地開発による整備が進み、加えて大学の進出に伴い、平成17年ま

でに560,012人と40年間で2.7倍に増加しています。 

世帯数は、人口を上回るペースで増え続け、昭和40年の49,274世帯から平成17年の

230,913世帯へと、40年間で4.7倍に増加しています。 

地域別に見ると、中央地域が最も多く、次いで西南部地域、東部地域が続くという状況です。 

 

0

100,000
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500,000

600,000
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560,012

 
（資料：八王子市市政データ集） 

図資－８ 人口の推移 
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（資料：八王子市市政データ集） 
図資－９ 世帯数の推移 
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（資料：八王子市市政データ集） 
図資－１０ 地域別人口一覧 

市民課資料(住民基本台帳人口:平成 19 年 3 月末日現在)による 
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(4) 市街化の状況 

① 都市計画の状況 

八王子市は、八王子駅周辺の中心市街地から高尾山に至る全域（18,631.0 ha）が、都市

計画区域に指定されています。 

市街化区域は7,997.1haであり、都市計画区域の42.9%を占めています。 

 
（資料：国土数値情報） 

図資－１１ 市街化区域 

 

② 交通網 

道路は、東京都心部と山梨・長野県方面を結ぶ中央自動車道と、これに並行して走る国道

20号（甲州街道）、首都圏を環状に結ぶ国道16号、平成19年6月23日に開通した圏央道（八

王子市域分）などが主要な骨格を形成しています。 

鉄道は、八王子駅を中心に東西に伸びる中央線、南へ向かう横浜線、北へ向かう八高線、私

鉄では京王線・多摩都市モノレールがあります。 

 
（資料：数値地図25000） 

図資－１２ 交通網 

中央自動車道 

圏
央
道 
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③ 都市開発の状況 

首都圏への人口集中に伴い、八王子

市の役割は大きく変わってきました。 

市の人口集中地区（DID=人口密度4

千人/km2、40人/ha）は広がりを続け

ており、周辺市街地では、都市開発に

より、農地・畑地の宅地化が見られま

す。 

 

表資－１ 人口集中地区の推移 

区分 面積(ha) 

H2 5,073 

H7 5,440 

H12 5,773 

H17 5,953 

（資料：国土数値情報）

平成2年 

 

平成7年 

 
平成12年 

 

平成17年 

 

（資料：国土数値情報） 

図資－１３ ＤＩＤ地区の推移 
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その他にも、都心部での大学や工場の新･増設を制限する法律が施行され、これらが移転しまし

た。現在、八王子市には、周辺部も含め、23の大学・短期大学・高専があり、11万人を超える

学生が学んでいる全国でも有数の学園都市となっています。 

 

（資料：数値地図25000） 

図資－１４ 学校の位置 

(5) 土地利用の推移 

平成20年１月１日現在、地目別面積の

構成比は、宅地39.1%、農地9.3%（田

0.8%、畑8.5%）、山林33.3%、原野

5.5%、池沼0.0％、雑種地9.2%、その

他3.6%となっています。 

地目別面積の推移を見ると、宅地は増

え続け、農地や山林は減り続けています。 

宅地
39.1%

田
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畑
8.5%

山林
33.3%

池沼
0.0%

雑種地
9.2%

その他
3.6%

原野
5.5%

（資料：東京都統計年鑑）

図資－１５ 地目別面積の構成比 
（平成20年1月1日現在） 
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（資料：東京都統計年鑑）

図資－１６ 土地利用の推移 

 

 

宅地、山林

田、畑、原野

備考）山林の面積は、固定資産税の課税上の値であり、

土地利用現況調査で把握される樹林地面積とは

異なります。
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(6) 自然公園の位置 

市内には明治の森高尾国定公園の他に４つの都立自然公園（滝山、高尾陣場、多摩丘陵、秋川

丘陵）があり、豊富な自然環境を有しています。 

 

 

（資料：国土数値情報） 
図資－１７ 自然公園の位置 

 

秋川丘陵自然公園 

高尾国定公園 

滝山自然公園 
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高尾陣場自然公園 
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(7) 鳥獣保護区の指定状況 

野生鳥獣の保護繁殖と生息環境の保全を図るため、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法

律」に基づき、鳥獣の保護区などの位置が指定されています。 

多くの鳥獣が棲む森林や大型の鳥獣の生息地、絶滅のおそれのある鳥獣の生息地、市街地やそ

の近くで鳥獣が生息するのに適しているところなどで、重要なところが指定されます。 

鳥獣保護区の区域内では狩猟が禁止されています。また、特別保護地区内では、一定の開発行

為について許可が必要となり、地区内では、レクリエーション目的の人の立ち入り、自動車やバ

イクなどの乗り入れが規制される特別保護指定区域を指定することができるとされています。 

八王子市では、高尾山付近一円が特別保護地区に指定されており、さらに特別保護地区を取り

囲むように鳥獣保護区が指定されています。また、多摩川及びその周辺一円及び秋川丘陵及びそ

の周辺一円が鳥獣保護区に指定されています。 

 

 

 

 

（出典：東京都鳥獣保護区など位置図） 

図資－１８ 鳥獣保護区の指定状況 
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(8) 保安林の指定状況 

保安林は、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成など、特定の公

共目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林であり、それぞれの

目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更などが規制されます。 

市内には西部や西南部地域の山地で保安林に指定される森林が多く存在します。 

 

凡例

保安林

 

（資料：国土数値情報） 
図資－１９ 保安林の指定状況 

 

(9) 農振農用地 

「農振農用地」とは、知事が指定した「農業振興地域」の中で、市が今後おおむね10年以上に

わたり農業上の利用を確保し、農業振興を図っていくために指定する農地です。 

市内には、西部及び北部に存在します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国土数値情報） 
図資－２０ 農振農用地の指定状況 

凡例

農用地区域

農業地域

農振農用地 

農業振興地域 
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3. みどりの現状 

(1) 緑地の現状 

① 土地利用 

市の緑地は、林野が9,291ha（森林8,628ha、原野663ha）、農用地が928haあり、林野

と農用地で市の面積（18,631ha）の約6割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：平成19年 土地利用現況調査） 
図資－２１ 林野（森林・原野）、農用地、水面の状況 

 

表資－２ 林野（森林・原野）、農用地、水面の面積 

区分 面積(ha) 

林野・森林 8,628 

林野・原野 663 

水面 163 

農用地 928 

（資料：平成19年 土地利用現況調査） 

 

② 樹林地率 

市街地を取り巻く森林、樹林地、農

地は、農林業従事者の高齢化・後継者

不足で管理が十分に行き届かないこ

とや開発などにより土地が改変され、

昭和45（1970）年に61％を占めて

いた樹林地率が平成19（2007）年

には、47.1%となっています。 

 
（資料：八王子市環境白書） 

図資－２２ 樹林地率の変遷 

樹
林
地
率

65.0 68.0
61.0 58.0

51.0 49.6 47.5 46.3 47.1

0

20

40

60

80

T10 S29 S45 S54 H2 H4 H9 H14 H19

（%）

(年度）
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③ 植生自然度 

[現存植生] 

市の植生は、スギ・ヒノキ植林が4,882ha

と最も多く、市の面積（18,631ha）の

26.2％を占めています。次いでコナラ－ク

リ群集2,370ha（12.7％）、緑の多い住宅

地880ha（4.7%）の順です。緑を有する地

区は、合計12,176haあり、65.4％を占め

ています。 

市街地、造成地などの緑のほとんど存在し

ない地区は、合計6,355haあり、34.1％を

占めています。 

 

緑のほとんど存在

しない地区, 34.1%

自然裸地, 0.2%

開放水域, 0.3%

緑を有する地区,

65.4%

（資料：平成19年度東京都現存植生図）

図資－２３ 植生の構成比 

 

 

（資料：平成19年度東京都現存植生図） 

図資－２４ 現存植生図 
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表資－３ 現存植生の面積 
植生の種類 面積（ha） 構成比（%） 植生自然度 

オギ群集 他 37 0.199  自然草原 

ツルヨシ群集 他 61 0.330  自然草原 

マコモ－ウキヤガラ群集 0 0.001  自然草原 

シラ力シ群集ケヤキ亜群集 38 0.203  自然林 

シラカシ群集典型亜群集 1 0.005  自然林 

シラ力シ群集モミ亜群集 13 0.070  自然林 

ケヤキ－シラ力シ屋敷林 10 0.055  自然林 

モミ－シキミ群集 216 1.160  自然林 

ケヤキ－イロハモミジ群集 19 0.103  自然林 

ハンノキ－オ二スゲ群集 0 0.002  自然林 

タチヤナギ群集他 1 0.007  自然林 

フサザクラ－タマアジサイ群集 15 0.080  自然林 

イヌコリヤナギ群集他 0 0.000  自然林 

ムクノキ－ミズキ群落 0 0.002  二次林 

コナラ－クヌギ群集主部 982 5.281  二次林 

コナラ－クヌギ群集ア力マツファシース 9 0.048  二次林 

コナラ－クリ群集 2,370 12.742  二次林 

ア力マツ－ヤマツツジ群集 96 0.515  二次林 

モウソウチク・マダケ林 184 0.988  二次林 

メダケ群集 1 0.003  二次林 

ミズナラ－クリ群集 6 0.035  二次林 

オニグルミ群落 0 0.000  二次林 

ニセアカシア群落 40 0.217  二次林 

ニセアカシア植林 69 0.371  植林地 

ア力マツ植林 3 0.016  植林地 

スギ・ヒノキ植林 4,882 26.248  植林地 

テーダマツ植林他 1 0.003  植林地 

カラマツ植林 2 0.012  植林地 

ススキ－アズマネザサ群集 233 1.255  草原 

ススキ－チガヤ群落 4 0.024  草原 

ススキ－マルバハギ群落 0 0.002  草原 

力ナムグラ－クズ群集 42 0.224  草原 

ヒメム力シヨモギ－オオアレチノギク群落他 33 0.179  草原 

ヨモギ－ユウガギク群集他 272 1.462  草原 

オオバコ－力ゼクサ群集他 70 0.375  草原 

オオイヌタデ－オオクサキビ群落他 27 0.148  草原 

ミゾソバ群集他 13 0.071  草原 

タラノキ－クサイチゴ群集他 68 0.364  草原 

ニシキソウ－カラスビシャク群集 571 3.070  農耕地 

茶畑 1 0.005  農耕地 

落葉果樹園 174 0.934  農耕地 

苗園 14 0.073  農耕地 

人工シバ草地 321 1.725  農耕地 

牧草地，緑化法面など 150 0.807  農耕地 

セイタ力アワダチソウ群落 0 0.001  農耕地 

コナギ－ウリ力ワ群集 89 0.479  農耕地 

樹群をもった公園，墓地など 156 0.840  市街地など 

緑の多い住宅地 880 4.729  市街地など 

緑の少ない市街地・住宅地 5,697 30.630  市街地など 

工場地 120 0.645  市街地など 

造成地，人為裸地 163 0.879  市街地など 

採石地 107 0.577  市街地など 

広いコンクリート地 268 1.442  市街地など 

自然裸地 3 0.017  その他 

開放水域 64 0.345  その他 

（資料：平成19年度東京都現存植生図） 
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自然草原・自然林といった自然的な植生は、市全体で411haを占めています。一方、二次林

や植林地、草原、農耕地など人工的（二次的・代償的）な植生は10,695haを占めています。 

 

自然草原・自然林 

 

二次林・植林地 

 

草原 

 

農耕地 

 
（資料：平成19年度東京都現存植生図）

図資－２５ 現存植生の位置 

 

 

 

 
表資－４ 植生自然度別面積（ha） 

区分 中央地域 北部地域 西部地域 西南部地域 東南部地域 東部地域 総計 

自然草原・自然林 31 24 131 212 2 10 411 

二次林・植林地 29 709 4,898 2,347 199 434 8,617 

草原 47 137 189 86 141 161 761 

農耕地 34 353 484 133 113 199 1,317 

計 142 1,224 5,701 2,779 456 804 11,106 

構成比 11.1% 54.1% 76.7% 68.4% 31.5% 37.6% 59.6%

全面積 1,283.8 2,260.9 7,435.4 4,065.5 1,447.8 2,137.6 18,631.0 

（資料：平成19年度東京都現存植生図） 
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④ 都市計画上の緑地 

[緑地の量の推移] 

都市計画公園は、平成20年度末現在、

358.05haが確保されています。都市計

画緑地は、平成20年度364.75haが確

保されています。 

都市計画公園・緑地ともに、平成10年

度と比較すると増加しました。 

開放されている公園・緑地・広場など

は、平成20年度701.7haが確保されて

います。平成10年度と比較すると児童遊

園、広場などの箇所数が減少しました。 

都市公園・緑地は箇所数・面積ともに、

増加しています。 

 

都市公園・緑地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画緑地 

 

 

 

（資料：公園・緑地等に関する調書）

図資－２６ 都市計画公園・緑地の面積の推移 

 
表資－５ 緑地の量の推移 

確保量（総量） 

H10 H20（現況） 緑地種別区分 

箇所数 面積（ha） 箇所数 面積（ha） 

都市公園・緑地 504 396.9 751 636.6 

児童遊園、広場、未公告公園など 219 57.1 195 65.1 

合計 723 454.0 946 701.7 

（資料：公園・緑地等に関する調書） 
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(2) 緑被の現状 

八王子市における緑被面積は約11,373haとなり、市の面積 

（18,631ha）の61.0%を占めています。 

内訳は、林地が47.0%と最も多く、次いで草地・農地などが 

14.0%を占めています。 

図資－２７ 市内の緑被の割合 
表資－６ 緑被の面積 

区分 面積(ha) 割合（％） 

林地  8,761  47.0% 

草地・農地など  2,613  14.0% 

小計 11,373  61.0% 

その他  7,258  39.0% 

合計 18,631 100.0% 

注）緑被面積は、衛星写真を用いて判定しています。ここでは、緑地を林地、草地･農地などの２つに分け集計し 

ています。その他には、鉄道、道路、工場、住宅、学校などが含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）端数処理をしているため、合計が100％にならないことがあります。 

（資料：2007年5月撮影 ALOS衛星画像 独立行政法人宇宙航空研究開発機構） 
図資－２８ 市内の緑被の状況（平成19年5月） 

林地

47.0%

草地・農地

など 14.0％ 

その他 

39.0% 

西部地域 北部地域 

東南部地域

西南部地域

東部地域 

中央地域 

林地 

62.8% 

その他 

22.6% 

草地・農地

など 14.6％ 

林地 

32.7% 

草地・農地

など 19.2％ 

その他

48.1%

林地 

3.0% 

草地・農地

など 7.4％

その他 

89.6% 

林地

21.7%

草地・農地

など 15.1％
その他 

63.1% 

林地

14.0%

草地・農地

など 13.0％
その他

73.0%

林地 

61.1% 
草地・農地

など 12.2％ 

その他 

26.8% 



 20

 

(3) みどり率 

「みどり率」は、「緑被率」に「河川などの水面の占める割合」と「公園内の樹林や草地などの

緑で覆われていない面積の割合」とを加え算

出します。 

八王子市では、緑被面積に含まれていない

水面が約102haありました。また、公園・

運動場であって緑被面積に含まれていない

部分が約826haありました。 

この結果、みどり率の算定対象となる面積

は 、 約 12,302ha と な り 、 市 の 面 積

（18,631ha）の66.0%を占めているとい

う計算です。 

 

 

（出典：緑の東京計画） 

図資－２９ みどり率と緑被率の関係 

 

 
表資－７ みどり率の内訳の面積 

区分 面積(ha) 割合（％） 

林地 8,761 47.0% 緑
被
率 

対
象
面
積 草地・農地など 2,613 14.0% 

水面 
（緑被に含まれていない面積）

102 0.6% 

公園 
（緑被に含まれていない面積）

826 4.4% 

み
ど
り
率
対
象
面
積 

 

小計 12,302 66.0% 

その他 6,329 34.0% 

合計 18,631 100.0% 

備考：緑被面積は、衛星写真を用いて判定しています。ここでは、緑地を２つに分け集計しています。 

林地と草地・農地などに分類しています。 
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(4) みどりの配置 

 

① 拠点となるもの 

 

[都市公園等] 

市内には946箇所の都市公園等が存在します。 

この中で、都市計画決定されている公園は155箇所、緑地は10箇所となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：八王子市都市公園等位置図） 
図資－３０ 都市公園等の位置 

 

 

表資－８ 地域別１人当たり公園広場面積 

区分 面積(m2) 
（H21.3.31現在） 

人口(人) 
1人当たり面積(m2) 

中央地域 352,064 117,932 2.99 

北部地域 1,016,467 46,493 21.86 

西部地域 546,113 99,445 5.49 

西南部地域 1,451,902 101,047 14.37 

東南部地域 1,301,173 77,444 16.80 

東部地域 2,348,203 105,341 22.29 

合計 7,015,922 547,702 12.81 

（資料：公園・緑地等に関する調書） 

 

：都市公園等 
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[公園の誘致圏] 

市内には946箇所の都市公園等が存在します。 

都市公園はその規模と役割によって、誘致距離が定められており、街区公園が250m、近隣

公園が500m、地区公園が1kmとなっています。 

この範囲内は、各公園の誘致圏とみなせるものであることから、市街化区域と誘致圏を重ね

合わせることによって、現在の八王子市の公園の配置の状況を把握することができます。 

 

 

 

 

 

 

図 

 

 

 

 

 

（資料：国土数値情報、公園・緑地等に関する調書） 

図資－３１ 都市公園等の誘致圏と市街化区域 

 

[農地の現状] 

市内には918ha(市域の約5％)の農地が存在していますが、年々減少傾向にあります。 

面
積

950 950

918

933

941

900

910

920

930

940

950

960

H14 H15 H16 H17 H18

(ha)

(年度)

 

（資料：多摩の農業統計） 

図資－３２ 農地面積の推移 
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[巨樹・名木] 

平成5年の調査では、幹囲300cm以上の巨樹・名木が283件確認されています。 

表資－９ 巨樹・名木の数（幹囲300cm以上） 

幹囲の区分 本数 構成比 

300～350 147 52％ 

350～400 65 23％ 

400以上 71 25％ 

計 283 100％ 

 

（資料：八王子市巨樹・名木調査） 

図資－３３ 巨樹・名木の位置（幹囲300cm以上） 

 

② 軸となるもの 

[河川] 

市内を中心に展開する水系は３つあり、そのうち浅川を中心とする水系は、中央部を東西

に貫く骨格的な緑地となっています。 

さらに、本市の北側には谷地川水系が、多摩ニュータウン周辺には大栗川水系がそれぞれ

骨格的な水とみどりの軸を形成しています。 

  

（出典：八王子市都市景観形成基本計画） 
図資－３４ 水系 
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[斜面地に位置する林野] 

10°～30°の傾斜度を有する斜面地に位置する林野（森林・原野）は4,992haあり、

市の面積（18,631ha）の26.8%を占めています。 

 
表資－１０ 傾斜度別の斜面緑地面積 

区分 面積(ha) 

10°～15° 1,594 

15°～20° 1,315 

20°～25° 1,138 

25°～30° 945 

計 4,992 

 

（資料：数値地図50mメッシュ(標高)） 

図資－３５ 斜面地に位置する林野の位置 
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③ みどりの全体像 

市内には、森林・里山といった面的なみどりが北部・西部・西南部地域に広がり、周辺市

街地には丘陵地や公園などのオープンスペース拠点、城跡といった歴史・風致拠点、それら

をつなぐ斜面緑地・河川・街路樹などの軸が存在します。 

 

 

（資料：八王子市都市計画マスタープラン） 

図資－３６ 八王子市のみどりの全体像 

市域の西側には高尾山
や陣馬山、今熊山など広
大な森林が分布し、起伏
に富んだ地形を有する
とともに、多くの自然豊
かな緑を育んでいる 

多摩丘陵、加住丘陵、八王
子丘陵などの丘陵地は谷戸
と雑木林による里山を形成
し、多様な動植物の生息空
間や自然豊かな緑地として
機能している 

市街地内の崖線部には斜
面林をはじめとする森林
が存在し、希少な植生の分
布や市街地の防災、景観保
全に寄与している 

西側の山地部と東側の市域を結
ぶ浅川は大小多くの水辺を有機
的につなぎ、連続性のある水辺
空間を形成するとともに、いき
ものの移動空間やネットワーク
空間として機能している 

市街地内にある総合公園とし
ての長池公園、運動公園として
の富士森公園、広域公園として
の平山城址公園などはスポー
ツレクリエーションや避難場
所など市域のオープンスペー
ス拠点として機能している 

中心市街地から高尾駅までの
東西方向に走る甲州街道沿い
にはイチョウ並木が連続し、特
徴的な地域景観を形成すると
ともにいきものの移動空間と
して機能している 
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4. 市民の意向 

(1) 市政世論調査（平成20年5月実施） 

八王子市に「ずっと住み続けたい」または

「当分は住み続けたい」と答えた人は、

90.5％おり、その理由は「緑が多く自然に

恵まれている」をあげている人が多くなって

います。 

市民の定住意向に応えるには、豊かなみど

りの保全と適正な管理が必要となります。 

56.8%

31.6%

23.9%

16.1%

14.3%

10.7%

10.6%

8.9%

5.4%

4.9%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

緑が多く自然に
恵まれている

交通の便が良い

買い物に便利

その他

特に理由はない

公園などが
よく整備されている

街並み・景観が美しい

地域住民の
連帯感が強い

古きよきものが多い

教育環境が良い

無回答

図資－３７ 住み続けたい理由 

  

（以下、平成19年5月実施） 

住まいの周辺についての樹木や草花につ

いては、５年くらい前に比べて約４割の方が

「減っている」と回答しています。 

住まい周辺のみどりの減少を多くの市民

が実感していることを示しており、街路樹や

生け垣、公園などのみどりの拡充が必要と言

えます。 

減っている
40.8%

変わらない
51.2%

増えている
5.3%無回答 2.6%

 

図資－３８ みどりの増減 

  

今後のみどりについては、「増えたほうが

よい」が５割強で最も高く、「減ったほうが

よい」は0.9％とわずかでした。 

前の質問と合わせると、八王子市の豊かな

みどりは減少の傾向にあると考えられてい

ることから、回復ないしは増加させること

が、市民の満足度の向上につながると考えら

れます。 

無回答 1.1%

このままで
よい 45.7%

減ったほう
がよい 0.9%

増えたほう
がよい
52.3%

 
図資－３９ 今後のみどり 
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前問で「増えたほうがよい」と答え

た人は、みどりが増えてほしい場所と

して、「街路樹」を最も多くあげており、

次いで「公園」、「個人住宅の庭や生け

垣」、「工場、会社などの民間施設」を

あげています。 

道路や公園などの日常の生活空間の

みどりの充足が求められています。 

工場、会社
などの民間
施設 9.6%

その他 4.8%

無回答 6.1%

学校、役所
などの公共
施設 6.6%

公園 23.8%

街路樹
36.3%

個人住宅の
庭や生け垣

12.8%

 
図資－４０ みどりが増えてほしい場所 

前々問で「増えたほうがよい」と答

えた人は、今後市に力を入れてほしい

施策として、「公園や緑地を整備する」

が4割弱と最も多く、次いで「街路樹、

植え込みを充実する」、「樹林、樹木を

保全する」、「公共施設の緑化を進める」

の順となっています。 

前問で増えて欲しいとの回答が多か

った場所に対する施策の実施が求めら

れています。 

37.6%

33.6%

29.3%

17.5%

15.6%

15.6%

11.3%

7.8%

6.8%

4.1%

1.3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

公園や緑地を
整備する

街路樹、植え込みを
充実する

樹林、樹木を
保全する

公共施設の
緑化を進める

緑地を買収する

学校などで緑化教育や
実践教育を行う

苗木、花などを配布する

民有地の生け垣づくりに
助成する

みどりを大切にする
ＰＲ活動をする

その他

無回答

 
図資－４１ 今後市に力を入れてほしい施策 

「美しいみどり」で思いうかべるも

のは、「雑木林、山林のみどり」が５割

弱で最も多く、次いで「広場、遊び場、

公園のみどり」、「街路樹のみどり」の

順となっています。 

周辺の山地や丘陵地のみどりや市街

地内の公園・街路樹のみどりについて、

市の景観要素としてとらえていること

を示しています。 

48.4%

42.1%

42.1%

13.1%

10.0%

7.7%

5.7%

2.1%

2.0%

0.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

雑木林、
山林のみどり

広場、遊び場、
公園のみどり

街路樹のみどり

寺、神社のみどり

田畑のみどり

生け垣のみどり

学校のみどり

わからない

その他

無回答

 
図資－４２ 「美しいみどり」で思いうかべるもの 

みどりの役割については、「心に安ら

ぎを与える」が6割強と突出して高く、

次いで「季節感を与える」、「二酸化炭

素を吸収してくれる」、「美しいまちな

みをつくる」の順となっています。 

多くの市民がみどりに対して生活空

間を良好なものとするものとしてとら

えています。 

61.1%

38.4%

37.5%

22.7%

19.4%

9.4%

1.8%

1.3%

0.7%

0.3%

0.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

心に安らぎを与える

季節感を与える

二酸化炭素を
吸収してくれる

美しいまちなみをつくる

木かげの
涼しさを与える

動植物とのふれあいが
楽しめる

文化的雰囲気がある

火災延焼防止に役立つ

その他

わからない

無回答

図資－４３ みどりの役割 
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住まい周辺に望む公園としては、「散策がで

きる」が４割弱と突出して高く、次いで「多

目的に使えるように広々としている」、「みど

りが豊かである」、「自然と親しめる」、「いこ

いの場」の順となっています。 

住まい周辺の公園整備にあたっては、「散策

ができる」など市民の意向を踏まえる必要が

あります。 

37.7%

24.3%

20.2%

19.7%

18.1%

14.1%

13.7%

9.2%

5.4%

4.9%

4.3%

3.3%

2.6%

2.6%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40%

散策ができる

多目的に使えるように
広々としている

みどりが豊かである

自然と親しめる

いこいの場

水辺がある

スポーツができる

遊び場

昆虫などの
生息の場

特に希望する
ことはない

地域活動の場

交流の場

環境学習の場

その他

無回答

 
図資－４４ 住まい周辺に望む公園 

 

(2) 環境市民会議調査（平成19年10月実施） 

八王子市環境市民会議及び環境推進会議公

募市民262人を対象として、市が取り組むべき

施策を調査しました。 

現在市が行っているみどりの施策のうち、必

要性が高いと考えるものは、「貴重な緑地を恒

久的に保全するため公有化する事業」が最も多

く、次いで「貴重な緑地を保全区域などに指定

し、保全を図る制度」です。 

 

今後取り組むべきみどりの施策としては、

「里山の保全」が最も多く、次いで、「スギ林

など、針葉樹林の広葉樹林への転換」、「駐車場

の緑化など、宅地造成などの開発時植樹の義務

付けの強化」、「屋上緑化・壁面緑化の推進」で

す。 

57.8%

28.6%

26.2%

21.4%

18.9%

13.6%

12.1%

7.3%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

里山の保全

スギ林など、針葉樹林の
広葉樹林への転換

駐車場の緑化など、宅地造成などの
開発時植樹の義務付けの強化

屋上緑化・壁面緑化の推進

巨樹・名木の保全

民有地緑化の
モデル的地区の設定

市内動植物の実態調査と
そのデータベース化

その他

無回答

 

図資－４６ 今後取り組むべきみどりの施策 

52.4%

38.8%

37.4%

32.0%

30.6%

27.2%

22.8%

13.1%

12.6%

6.3%

3.9%

5.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

貴重な緑地を恒久的に
保全するため公有化する事業

貴重な緑地を保全区域などに
指定し、保全を図る制度

学校や地域での環境教育や
環境学習の推進

自然公園などの指定や位置付け・
建築等の制限をする制度

宅地開発など、一定の開発行為に対し、
植樹を義務付ける制度

スギ･ヒノキの人工林の間伐を
実施する森林再生事業

市と市民とで公園や道路街路樹などの
維持管理を行うアドプト制度

町会などへ緑化資材を支給し、
地域の緑化を推進する制度

農業に関心を持つ市民が農作業を
手伝う援農ボランティア制度

沿道緑化のため、道路沿いの
生け垣造成者に費用の一部を補助

八王子駅北口マルベリーブリッジで
花苗を植える事業

無回答

図資－４５ 現行のみどりの施策評価 
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(3) 斜面緑地保全制度についての調査（平成20年１月実施） 

市内斜面緑地保全区域土地所有者（68名）

の今後の維持管理に対する意向を把握しまし

た。 

指定されている緑地は50％強の方が手入れ

をされています。 

手入れの頻度は月１回以上の方が約50％で

す。 

・ほとんど毎日行う・・・10.0％ 

・週に１回程度行う・・・13.3％ 

・月に１回程度行う・・・30.0％ 

目的は、ゴミの不法投棄の確認や緑地の下刈

りが大半を占めています。 

よく手入れを
している

21.3%

その他 8.2%

全く手入れ
をしていない

6.6%

わからない
1.6%

ある程度手
入れをして
いる 31.1%

あまり手入
れをしていな

い 31.1%

図資－４７ 手入れの頻度 

このため、管理を希望する割合も少ない傾向

にありますが、７割弱の方が緑地指定の継続を

希望しています。 

一方で、「あまり手入れをしていない」「全く

手入れをしていない」所有者が40%近くおり、

管理の推進が課題となっています。 

 
希望する

65.6%

迷っている
11.5%

希望しない
3.3%

わからない
11.5%

無回答 1.6%

その他 6.6%

 
図資－４８ 緑地指定継続の希望 

(4) 環境に関するアンケート 

市では、みどりの基本計画の改定にあたり、市民と事業者の意向を把握することを目的にアン

ケートを実施しています。 

● アンケート調査の概要 

[市民アンケート] 

・調査対象 

満18歳以上～70歳代までの男女 

・調査期間 

平成20年8月～平成20年9月 

・対象者数 

2,100人 

・抽出方法 

住民基本台帳からの無作為抽出 

・調査方法 

郵送による配布・回収 

（自記式・無記名） 

・回収結果 

968人（43.2％） 

 

[事業者アンケート] 

・調査対象 

市内の事業者 

・調査期間 

平成20年8月～平成20年9月 

・対象者数 

400社 

・抽出方法 

事業所･企業統計（総務省）より無作為抽出 

・調査方法 

郵送による配布・回収 

（自記式・無記名） 

・回収結果 

158社（39.5％） 
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みどりの現状について 

[満足度・重要度] 

市民向けのアンケートでは、八王子市の環境の現状について、「自然との親しみやすさ」

及び「自然の豊かさ、いきものの豊かさ」に関し、満足度が最も高いという結果となり

ました。 

５割を下回っているのは、「田園風景の美しさ」及び「まち並みの美しさ」でした。地

域別に見ると「田園風景の美しさ」ではどの地域も同様な結果でしたが、「まち並みの美

しさ」については、大規

模な住宅団地や多摩ニ

ュータウンがある東南

部地域及び東部地域で

は高く、中央地域、北部

地域では低くなってい

ます。 

 

 

 

八王子市のみどりの現状に関し、重要度についても伺ったところ、比較的重要だと考

えられているのは、「自然の豊かさ、いきものの豊かさ」や「水と水辺のきれいさ」でし

た。 

満足度との相関を見

ると、“重要度が高いも

のであって、満足度が

低い”ものは「まち並

みの美しさ」でした。 

以上のことから、東

南部、東部地域の大規

模住宅団地以外の地域

では、まち並みの改善

が必要であることが示

されています。 

 

 

 

 

(%) 46

49

60

69

74

77

77

まち並みの美しさ

田園風景の美しさ

水と水辺のきれいさ

まちなかのみどりの多さ

歴史を感じることができる場所の多さ

自然の豊かさ、いきものの豊かさ

自然との親しみやすさ

図資－４９ 「満足・どちらかといえば満足」と回答した割合 

図資－５０ 満足度と重要度の相関 

低　　　　　　　　←　　　　　　　重要度　　　　　　　→　　　　　　　高

低
　

　
　

　
　

　
　

　
←

　
　

　
　

　
　

　
満

足
度

　
　

　
　

　
　

　
→

　
　

　
　

　
　

　
高

水と水辺のきれいさ

まちなかのみどりの多さ

自然との親しみやすさ

歴史を感じることがで
きる場所の多さ

まち並みの美しさ
田園風景の美しさ

満足度平均

重要度平均

自然の豊かさ、いきものの豊かさ
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みどりの現状について 

[みどりの効果] 

みどりには野生生物の生息地や環境への負荷の軽減機能や、余暇活動の場、災害の防

止、都市景観の構成要素などさまざまなものがあり、私たちの生活への効果もあると言

われています。 

身の回りのみどりについて伺ったところ、「都市景観へ風格・安らぎを与える要素」「気

温の緩和、大気汚染の浄化、騒音の減少」「災害時の避難場所」としての効果があると考

えている方が多いという結果になりました。 

単なるみどりではなく、都市や人間生活に欠かせないものとして、みどりの存在が認

識されています。 

アンケート結果

1
気温の緩和、大気汚染の浄
化、騒音の減少として（n=533）

2
省エネルギー化への寄与とし
て（緑のカーテン、屋上緑化、
壁面緑化）（n=509）

3
火災時の延焼防止として
（n=503）

4
災害時の避難場所として
（n=512）

5
都市景観へ風格・やすらぎを
与える要素として（n=525）

№ 設　　問

凡例

77%

51%

44%

73%

82%

23%

49%

56%

27%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

ある ない

 
 

市全体のみどりについては「自然景観の構成要素」「散策・自然学習の場」としての効

果のほか、多様な効果を有しているとの回答であり、さまざまな機能を有するものとし

て認識されています。 

アンケート結果

6
生きものの生息環境として
（n=512）

7
雨水の浸透による洪水の防止
として（n=512）

8
自然景観の構成要素として
（n=516）

9
田園風景の構成要素として
（n=500）

10
散策・自然学習の場として
（n=508）

11 休養・休息の場として（n=524）

12 運動・遊びの場として（n=506）

№ 設　　問

凡例

87%

72%

88%

67%

88%

85%

83%

13%

28%

12%

33%

12%

15%

17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6

7

8

9

10

11

12

ある ない
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みどりの現状について 

[緑化の状況] 

市内の緑化の状況について「満足」と回答している市民は10％以下でした。 

特に、「民有地における緑化の状況」については、「満足＋どちらかと言えば満足」で

32％となり、「道路緑化の状況」「公共公益施設における緑化の状況」よりも少ないとい

う結果でした。 

アンケート結果

1
道路緑化の状況についてどの
ように感じていますか（n=534）

2
公共公益施設における緑化
の状況についてどのように感
じていますか（n=471）

3

民有地（住宅・事務所ビルな
ど）における緑化の状況につ
いてどのように感じています
か（n=472）

設　　問№

凡例

6%

6%

3%

47%

50%

29%

33%

31%

47%

14%

13%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

満足 どちらかと言えば満足 どちらかと言えば不満 不満
 

 

事業所内の緑化の状況については、「行っていない」との回答が多く、さらに屋上緑化

や壁面緑化の実施率は少ないという結果であり、民有地などの緑化を推進するためには、

緑化に関する意識の向上と壁面緑化などの推進が必要と考えられます。 

 

アンケート結果

1 壁面緑化を行っている

2 屋上緑化を行っている

3
空きスペースを緑地にしてい
る

4 緑化は行っていない

5 その他

№ 設　　問

9

4

59

67

9

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1

2

3

4

5

単位：事業所
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みどりの課題 

[守りたい・増やしたいみどり] 

守りたい・増やしたいみどりについて伺ったところ、「屋外、公共の場、市街地のみど

り」、「市街地周辺のみどり」などが守りたいみどりの要素として多く選択されています。 

日常の生活空間としているみどりと背景になっている山地や里山のみどりの保全が求

められています。 

アンケート結果

1
家及び周辺のみどり（庭、ベラ
ンダ、生け垣、集合住宅の敷
地など）

2
屋外、公共の場、市街地のみ
どり（街路樹、公園、神社・寺
など）

3
施設のみどり（学校、官公庁、
工場・事業場、商業地など）

4
市街地周辺のみどり（田畑、
山、里山など）

5 その他

№ 設　　問

108

176

74

172

11

0 50 100 150 200 250 300 350 400

1

2

3

4

5

単位：人

 

[みどりの保全と開発との調和] 

みどりの保全と開発との調和については開発のいかんに問わず、「みどりを残すべきで

ある」との意見がほとんどであり、開発する場合にもみどりへの十分な配慮が求められ

ています。 

アンケート結果

1
これ以上の開発は不必要であ
り、「みどり」を保全していくべ
きである

2
開発はやむを得ないが、可能
な限り「みどり」を残すべきで
ある

3
開発で「みどり」が無くなる場
合、代わりに市街地に「みど
り」を増やすべきである

4
市の発展のために「みどり」が
減ることはいたしかたない

5
市の発展のため、「みどり」と
して残されている地区も開発
対象とすべきである

6 わからない

№ 設　　問
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みどりの課題 

 [緑化活動への参加] 

緑化活動に関しては、多くの市民が「自分の家の庭やベランダで木や花を育てる」

ことは可能であると回答しています。回答者の半数程度は「除草・清掃」などの地域

活動への協力が可能と回答しています。また、「緑化のための募金」も選択肢のひとつ

と考えている市民がある程度いるという結果になっています。 

 
アンケート結果

1
木や花の育て方を近所の人
にアドバイスする

2
木や花の緑化に関する講習
会に行く

3
除草・清掃など（公園、街路樹、
近所の自然林・空き地など）

4
花や木を植える（公園、公民
館、空き地など）

5 緑化のための募金をする

6
自分の家の庭やベランダで木
や花を育てる

7
市民活動団体などが行ってい
る緑化の活動に参加する

8 その他

№ 設　　問
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事業者においては、「活動内容を選び参加する」との回答が多いことから、活動内容

を工夫することで、より多くの事業者が参加する可能性があります。 

アンケート結果

1 積極的に参加していく

2 活動内容を選び参加をする

3
資金の提供など間接的に参
加していく

4 参加をする考えは無い

№ 設　　問
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5. みどりに関する施策の進捗 

(1) 緑化の状況と緑化施策の状況 

中心市街地を中心とする中央地域については、緑被率が約10.4％とみどりの占める割合が低く

なっています。八王子市では、街路樹などによる道路の緑化、生け垣造成への補助、花づくり事

業など、緑化の推進を図っています。 

 

① 道路の緑化 

道路中央部や歩道部への植樹帯の設置また

は植栽ますへの小花壇の設置など、可能な箇

所への植樹に努めています。 

 

 

 

 
道路緑化 

  

② 生け垣造成への補助 

既存塀の生け垣化を図るため、かかった費

用の一部を補助しています。 

 

補
助
延
長
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図資－５１ 生け垣造成の補助延長推移 

 

③ 花づくり事業 

八王子駅北口のマルベリーブリッジと南大

沢駅前歩行者専用道路において、市とボラン

ティアの協働で四季折々の花を植え、育てる

花づくり事業を展開しています。 
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図資－５２ マルベリーブリッジ花づくり事業の推移
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④ 緑化への支援 

みどりのまちづくりを推進する一環とし

て、町会や自治会などに対して緑化資材（花

苗、低木、プランターなど）の支給を行って

います。 

（件）

2

14 14

0

5

10

15

H18 H19 H20 (年度)

支
援
団
体
数

図資－５３ 支援団体数の推移 

 

 

(2) みどりの保全に関する施策 

市内に残された貴重なみどりを市民共有の財産として保全するため、八王子市の条例に基づき、

緑地保護地区及び斜面緑地保全区域を指定し、また、東京都の条例により緑地保全地域を指定し、

その保全を図っています。 

 

① 緑地保護地区の指定 

「八王子市緑化条例」に基づき、土地所有者と一定期間の協定を結び、緑地保護地区として

指定することで民有の緑地の保全を図るものです。維持管理経費の一部を支援し、適正な管理

を行うとともに、伐採などの行為については、届け出を義務付けています。 

平成21年３月31日現在の指定は、4箇所、36,345㎡となっています。（18年度に「市街

地内丘陵地のみどりの保全に関する条例」に基づき斜面緑地保全区域へ一部を移行していま

す。） 
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図資－５４ 緑地保護地区・斜面緑地保全区域の面積推移 
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② 斜面緑地保全区域の指定 

市街地にある丘陵地、特に斜面に残る

緑地は、近年の宅地化などにより徐々に

減少しています。斜面緑地を保全するた

めの法や都条例などによる十分な保全

措置がないため、この貴重なみどりを守

っていくことが非常に困難な状況にな

っていました。そのため、残り少なくな

っている斜面緑地のみどりを保全でき

る新たなしくみとして、「市街地内丘陵

地のみどりの保全に関する条例」を平成

17年7月1日に施行しました。この条例

に基づいて、市街地内で斜面地の森林が

連続し良好である区域を「斜面緑地保全

区域」に指定しています。 

平成21年3月31日現在の指定は35区

域、面積34.7haとなっています。 

面
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図資－５５ 斜面緑地保全区域の面積推移 

  

③ 東京都の緑地保全地域の指定 

東京都は、「東京における自然の保護

と回復に関する条例」に基づき、森林、

水辺地などが単体または一体となって

自然を形成している市街地の近郊の地

域で、その良好な自然を保護することが

必要な区域を緑地保全地域に指定し、都

民の大切な財産として末永く残してい

こうとしています。 

平成21年3月31日現在の指定地域

は、12箇所、面積68.1haとなってい

ます。（里山保全地域を含む） 

面
積
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図資－５６ 八王子市の東京都緑地保全地域の面積推移 

  

④ 生産緑地地区の指定 

生産緑地の指定面積は少しずつ減少

していますが、平成17年度から、追加

指定を行い、市街化区域内農地の保全を

図っています。 
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図資－５７ 生産緑地地区の面積推移 
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⑤ 多摩の森林再生事業 

森林の働きを回復させるため、東京都

と森林所有者の間で協定を結び、手入れ

が行われず荒廃しているスギ・ヒノキの

人工林の間伐などを、市が東京都から受

託し、実施しています。 

平成14年度から平成20年度の合計

は365.0haです。 
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図資－５８ 多摩の森林再生事業の実績 

  

⑥ みどりの保全基金の推移 

市街地の丘陵地に残る緑地など、市民

共有の貴重な財産であるみどりの保全

と中心市街地などの緑化を推進するた

め、「緑化基金条例」を改定し、「みどり

の保全基金」を制定しました。基金の用

途は緑地取得、斜面緑地支援金、生け垣

補助などです。 

平成20年度の基金積立額は1.18億

円、平成20年度末の残高は8.94億円で

す。 
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図資－５９ みどりの保全基金の積立額・残高の推移

  

⑦ みどりの公有化 

市では、市街地に残る貴重なみどりを後の世代に残すため、緑地の公有化を考え、その財源

を確保することを目的に、平成17年に「みどり市民債」を発行しました。発行額10億円に対

し、80億円を超える応募があり、みどりの保全に対する意識の高さが伺える結果となりました。 

緑地の公有化は、その後、「みどりの保全基金」の一部を活用し進められており、総量は

17.8haとなっています。 
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図資－６０ 公有化緑地の量の推移 
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(3) 市民参加の状況 

公園アドプト制度は、参加する市民に公園の維持活動を行ってもらう制度で、平成14年より開

始しました。身近な公園の清掃や除草などをボランティア活動として実施することで、美化意識

の向上や公園への愛護心、また、地域コミュニティの形成などの効果が期待されます。平成20年

度には、194団体が309箇所の公園や広場などで活動しています。 
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図資－６１ 公園アドプト制度の登録団体数推移 

 

(4) 広域連携の取り組み 

八王子市を含め、13自治体が参画している「多摩・三浦丘陵の緑と

水景に関する広域連携会議」において、「取り組みの基本的方向性」

が確認されました。 

平成20年度には、この広域連携を表現する具体的な「広域連携図」

の作成に取り組んでいます。また、平成20年11月には、広域連携会

議が八王子市で開催され、斜面緑地保全区域、堀之内里山保全地域、

長池公園などの視察が行われました。 

 

 

(5) 啓発事業参加者、人材育成の状況 

体験型の啓発事業の実施により、八王子市の環境のすばらしさを実感し、みどりの保全に関す

る意識の高まりが期待されます。また、保全活動のリーダーとなる人を育成することにより、み

どりの保全に関する活動の活性化が期待されます。 

 

八王子市では啓発事業として「水辺の

かんきょう教室」、「自然は友だち」、「農

業体験」を開催しています。平成20年

度の参加者は合計で426名でした。 

「環境学習リーダー」、「環境診断士」

の育成は平成15年度以降はそれぞれ

99名と82名でした。 

 

表資－１１ 啓発事業参加者、人材育成数の推移 

項目　　　　　　　　　　　　　　　　  　年度 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 H20

環境学習リーダー認定者数 30 29 - 20 - 20

環境診断士認定者数 32 29 21 - - -

「水辺のかんきょう教室」参加人数 124 104 103 99 90 120

「自然は友だち」参加人数 215 130 269 140 115 280

「農業体験」参加人数 351 394 56 197 209 26
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(6) 特別緑地保全地区制度 

都市緑地法で、都市において良好な自然環境を形成している緑地を保全する制度であり、八王

子市では、平成19年に七国・相原特別緑地保全地区（八王子市と町田市にまたがる樹林地で、八

王子市分 約11.7ｈａ）が指定を受けています。指定を受けると、建築物及び工作物の新増改築

などに現状凍結的な制限が課せられるとともに、土地の買取を含む損失補償制度が適用されます。 

この保全地区について、八王子市では「みどりの基本計画」に位置づけ、良好な自然環境を保

全する管理を行うこととしています。施設の整備については、環境への影響を最小限に抑えるた

め、散策路の危険箇所の整備及び、都市緑地法に基づいた標識の適正配置を行います。特に、人

工改変地では、市街地から本保全地区内散策路へのアプローチを整備し、市民が気軽にみどりを

楽しめる環境づくりを行います。 

現存する自然環境を保全していくため、散策路での支障枝の剪定など、必要最低限の剪定・下

草刈りなどの維持管理を行います。管理は、市民団体との協働に努めます。 

 

 

(7) 風致地区の指定 

都市の樹林地、水辺地などで構成された良好な自然的景観（風致）を維持するため、都市計画

法により都市計画で定められる地区です。 

風致地区内では、都市の風致を維持するために、一定の行為を行う場合はあらかじめ許可が必

要となります。 

八王子市では、昭和５年に都市計画法に基づき、多摩陵風致地区（第２種風致地区36.1ha）を

指定しています。 
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6. 計画の策定経緯 

年度 月 内容 

4 

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

1  

2   

平
成
20
年
度 

3  

4  

5 

 

 

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 

1  

2  

平
成
21
年
度 

3 

 

 

 

み
ど
り
の
基
本
計
画
策
定
検
討
会 

（市
民
・
事
業
者
・
行
政
関
係
者
な
ど
に
よ
る
検
討
組
織
） 

 

答申 

諮問 

全 6 回 

全 9 回 全 7 回 

各 3 回 

環
境
推
進
会
議 

（
環
境
市
民
会
議
の
代
表
・
市
民
・
市
職
員
な
ど
に
よ
る 

市
の
環
境
行
政
に
お
け
る
調
整
・
検
討
組
織
） 

素案の作成・公表 

市民意見の募集 

原案の作成 

計画書の作成 

環境シンポジウム 

子どもミーティング 

 

環
境
審
議
会 

 

（
学
識
者
・
市
民
・
事
業
者
・
行
政 

関
係
者
な
ど
に
よ
る
諮
問
機
関
） 

庁
内
環
境
調
整
委
員
会 

み
ど
り
部
会 

（庁
内
関
係
所
管
に
よ
る
検
討
組
織
）

み
ど
り
の
基
本
計
画

策
定
専
門
委
員
会 

全 4 回 全 3 回 

計画書の策定・公表 

検討開始 
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[八王子市みどりの基本計画策定検討会の主な検討事項] 
 

検討内容 

・ 緑の基本計画の改定について 

・ 市の概況、緑の概況、取り組み状況について 

・ 改定の背景について 

・ 見直しの進め方について 

・ 計画の基本的事項について 

・ みどりの配置方針について 

・ 緑地の保全･緑化のための施策について 

・ 八王子市環境に関するアンケート結果について 

・ みどりの基本計画重点取組について 

・ みどりの地域別方針について 

・ みどりの基本計画素案について 

・ パブリックコメントについて 

・ みどりの基本計画原案について 

 
 
 

[みどりの基本計画策定検討会委員名簿] 

 

部 門 氏 名 分野 

石黒 富江 東部地区環境市民会議 

佐々木 晃介 東南部地区環境市民会議 

並木 勇 東部地区連合町会長（明神町二丁目町会長） 

吉田 隆治 緑地所有者 

榎本 俊一（会長） 城山手親林の会 

千明 武紀 八大緑遊会会長 

市 民 

青島 寿治 斜面緑地保全委員会委員 

小山 清 八王子市農業協働組合指導経済部指導広報課長 

前田 善一郎 八王子市林業研究会副会長 

畠山 義彦 富士通（株）環境本部 

田中 博之 

事業者 

鈴木 誠一 
（株）そごう八王子店総務部長 

梅沢 重明 産業振興部農林課長 

小嶋 啓治 まちづくり計画部都市計画室主幹 

井上 伸一 

岡 功英 
まちなみ整備部公園課長 

前田 武敏 

行 政 

遠藤 譲一 
環境部環境保全課長 

※平成２０年10月より鈴木誠一委員（同社）に交替 

（任期：平成20年6月2日から平成22年3月31日）   （順不同） 
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[八王子市環境審議会 みどりの基本計画策定専門委員] 
 
第４期                                 平成２２年３月現在 （五十音順） 
 

役 職 氏  名 分  野 職  業  等 

みどりの基本 

計画 

策定専門委員会

構成員 

 赤穂  保  行政 東京都福祉保健局南多摩保健所長  

 有馬 廣實 学識者 拓殖大学教授   

 礒野 弥生 学識者 東京経済大学教授  ○ 

 内野 秀重 市民（活動団体） 八王子自然友の会 ○ 

 勝澤 朝子 事業者 農業従事者代表 ○ 

 金子 哲也 学識者 杏林大学教授   

副会長 亀山  章 学識者 東京農工大学名誉教授  ◎ 

 川名 法人 事業者 商業従事者代表  

 小泉  明 学識者 首都大学東京大学院教授   

 完山 貫一 事業者 東京都資源回収事業協同組合 多摩特任理事  

 高橋  章  行政 東京都環境局多摩環境事務所 廃棄物対策課長 ○ 

 田中  充 学識者 法政大学教授   

 前野  修  市民（町会・自治会） 八王子市町会自治会連合会 事務局長  

 八木 雅子 市民（活動団体） 東京都環境学習リーダー  

会 長 渡辺 泰徳 学識者 立正大学教授   

※みどりの基本計画策定専門委員会の委員長：◎ 委員：○ 
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7. 環境審議会の答申 

 

 

２１八環審収第  ４  号 
平成２２年 ２ 月１８日 

 
八王子市長 黒 須 隆 一 殿 
 

八 王子市環 境審議会 
会長 渡 辺 泰 徳 

 
    八王子市環境基本計画、八王子市水循環計画、八王子市みどりの 
    基本計画及び八王子市地球温暖化対策地域推進計画について（答申） 
 
 平成２１年１０月２６日付２１八環政発第１５６号により諮問のありましたこのこと

について、各専門委員会の報告書を添付し、下記のとおり答申します。 
 

記 
 
 本４計画の原案については、これを概ね妥当と認める。 
 また、各計画の策定にあたっては、市民との協働を積極的に行ってきたこと、市民・事

業者の意見・提案を反映してきたこと、そして、八王子の恵まれた環境を守り育てるため、

熱意を持って取り組んだことを高く評価する。 
 なお、環境基本計画は他の３計画の基本となる計画であることを明確に示し、４計画が

連携して環境保全に効果的に取り組めるような計画を策定すること。 
【計画策定後に望むもの】 
 計画策定の周知徹底並びに情報公開及び情報提供を積極的に行うこと。 
 また、各計画を基軸として、市と市民・事業者とが手を携えて、八王子市のより良い環

境づくりに着実に取り組むこと。 
 更に、各計画を有効に推進するため、環境市民会議を中心とした市民・事業者の地域的

な活動について、市は必要な支援を積極的に行うこと。 
以上 
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■別紙 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

八王子市みどりの基本計画策定専門委員会 

 

                            委員長  亀 山 章 

                            委 員  磯 野 弥 生

                                 内 野 秀 重

                                 勝 沢 朝 子

                                 高 橋 章 

 

 提示された計画原案の内容は概ね妥当と認められることから、これに基づき計画を策

定することが適当である。 

 ただし、策定にあたっては以下の内容に留意すること。 

 

１ 全体の構成について 

   計画原案においては、一般に公表するにあたり、より市民の理解を得るために、

  構成について十分留意を図ること。 

２ 基本理念について 

   基本理念である「みどりを市民と行政との協働により次世代に継承する」につい

  ては、本計画原案において、市民・事業者・行政との協働について多く触れている

  ことから、「事業者」についても基本理念に加え、その方向性を明確にすること。

３ 生物多様性について 

   生物多様性については、平成 19 年に「第三次生物多様性国家戦略」が閣議決定

  され、また、平成 20 年に「生物多様性基本法」が制定されるなど、生物多様性の

  保全は急務となってきている現状がある。みどりには動物や植物の生息環境・生育

  環境として重要な役割があることから、生物多様性の保全について、本計画でより

  多く触れるとともに、その重要性を明確に示すこと。 

４ 農地について 

   農地は、本市の重要なみどりであり、市街地を含め貴重なみどりの要素となって

  いる。このことから、農地の現状も含め、その重要性に触れ、保全のための取り組

  みをより一層推進すること。 

５ みどりの確保目標について 

   緑地の確保目標については、「現状を維持」の表現を工夫すること。 

   公園の整備目標については、現状・課題、基本方針を明確に表現するとともに、

  公園の充足率を向上するための方向性を体系立てて整理を行うこと。 
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■別紙 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 「みどりの環境調和都市」実現のための主たる施策について 

   「みどりの環境調和都市」の実現に向けての主たる施策においては、リーディン

  グプロジェクトやその他の施策との関係性について十分整理を行い、表現をするこ

  と。また、リーディングプロジェクトについては、それぞれのプロジェクトにおい

  て均衡を図り、特定の施策に偏ることのないよう工夫すること。 

７ 環境教育・環境学習について 

   環境教育・環境学習については、その重要性を十分認識しているところであるが、

  基本方針を明確に表現し、施策に反映させること。 

８ 計画の推進について 

   本計画の推進にあたり、市民・事業者とのより一層の連携を図ること。また、具

  体的な取り組みについては、取り組み事例を紹介するなど、表現について工夫する

  こと。 

 

以上 
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8. 用語集 

アルファベット／数字 

ＮＰＯ 
政府や私企業とは独立した存在として、市民・民間の

支援のもとで社会的な公益活動を行う組織・団体のこと

です。 

 

 

ア 行 

一時避難場所
い ち じ ひ な ん じ ょ

 
地震後に一時的に様子をみるために避難し、正確な情

報を得て地域ぐるみで防災活動を行う拠点のことです。 

雨水
う す い

浸透
しんとう

施設
し せ つ

 
地下水かん養対策、雨水流出を抑制するため、雨水を

地中に浸透させる浸透管（浸透トレンチ）、浸透ますな

どの施設のことです。 

屋上
おくじょう

緑化
りょくか

・壁面
へきめん

緑化
りょくか

 
建築物などの屋上などに植物を植えて緑化すること

を屋上緑化といいます。同じように、建築物などの外壁

を緑化することを壁面緑化といいます。 
緑化によって、大気の浄化、ヒートアイランド現象の

緩和、夏季の冷房費の削減等の効果があります。 

温室
おんしつ

効果
こ う か

ガス 
太陽光線によって暖められた地表面から放射される

赤外線を吸収して大気を暖め、一部の熱を再放射して地

表面の温度を高める効果を持つガスをいいます。 
温室効果ガスには二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、

フロンガスなどがあります。 

 

カ 行 

カーボンオフセット 
日常生活や事業活動から排出される二酸化炭素を相

殺するために植林や自然エネルギーを利用しようとす

るものです。 

街区
が い く

・近隣
きんりん

・地区
ち く

公園
こうえん

 
（街区公園）もっぱら街区に居住する者の利用を目的

とする公園のことです。（近隣公園）主として近隣に居

住する者の利用を目的とする公園のことです。（地区公

園）主として徒歩圏内に居住する者の利用を目的とする

公園のことです。 

外来
がいらい

種
しゅ

 
人為により自然分布域の外から持ち込まれた種のこ

とをいいます。自然に分布するものと同種であっても他

の地域個体群から持ち込まれた場合も含まれます。海外

から日本国内に持ち込まれた種に対して使われること

が多いです。 
国内では一部で移入種の駆除が進められているほか、

移入種対策のための「外来生物法」が制定され、生態系

などに悪影響を及ぼしていることが明らかな移入種（外

来種）として３２種が「特定外来生物」として第一次指

定されています。 

環境
かんきょう

学習
がくしゅう

リーダー 
地域の環境市民会議の活動を適切に支援することが

できる人材として、市が開催する環境学習リーダー講座

において養成した人のことです。 

環境
かんきょう

市民
し み ん

会議
か い ぎ

 
環境問題に対処していくためには、市の環境施策を推

進するとともに、市民・事業者の自発的な環境保全活動

や取り組みが重要となります。環境市民会議は、市内を

６つの地区に分け、それぞれの市民・事業者の皆さんに

よって自発的に環境保全活動を実践する組織で、平成１

４年７月に設立されました。 

環境
かんきょう

診断士
し ん だ ん し

 
環境指標「ちぇっくどぅ」を用いた環境診断を実施す

る際に適切な指導・助言ができる人材として、市が開催

する環境診断士講座において養成した人のことです。 

緩衝
かんしょう

緑地
りょくち

 
騒音、振動など公害の防止や緩和若しくは災害の防止

を図ることを目的として造成される緑地のことです。 
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間伐
かんばつ

 
植林してある程度育った後、主な木の生育を助けたり、

採光をよくしたりするために、適当な間隔で伐採するこ

とです。 

丘陵地
きゅうりょうち

 
なだらかな起伏、小山あるいは丘の続く地形のことで

す。 

広域
こういき

避難
ひ な ん

場所
ば し ょ

 
広範囲に及ぶ火災や有毒ガスなどから身を守るため

に避難所として指定している大規模な公園などをいい

ます。 

公園
こうえん

アドプト制度
せ い ど

 
身近な公園の清掃や除草などをボランティア活動と

して実施してもらう制度のことです。 

国定
こくてい

公園
こうえん

 
国立公園に準ずる自然の風景地を保護し、自然とのふ

れあいを増進するため指定された自然公園のことです。

自然公園法に基づき環境大臣が指定しています。 
 

 

サ 行 

里山
さとやま

 
人里の近くにあり、従来、林産物栽培や有機肥料、薪

や炭の生産などのために利用されていた人と関わりの

深い森林のことです。近年、住民に身近な自然として評

価されてきています。 

自然
し ぜ ん

公園
こうえん

 
すぐれた自然の美しい風景地を保護しつつ、その中で

自然に親しみ、野外レクリエーションを楽しむことがで

きるように指定された地域のことです。日本では自然公

園法に基づき、国が指定する国立公園と国定公園や東京

都が指定する都立自然公園などがあります。 

樹
じゅ

林地率
り ん ち り つ

 
土地利用上で樹林地として区分されている区域の割

合のことです。 

水源
すいげん

かん養
よう

 
雨水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化して洪

水を緩和するとともに、川の流量を安定させる機能を持

つことをいいます。 

スプロール化
か

 
都市が無秩序、無計画に広がり、虫食い状態になって

いくことをいいます。 

生物
せいぶつ

多様性
た よ う せ い

 
あらゆる生物種の多さと、それらによって成り立って

いる生態系の豊かさやバランスが保たれている状態を

言い、さらに、生物が過去から未来へと伝える遺伝子の

多様さまでを含めた幅広い概念です。 

 

 

タ 行 

多自然
た し ぜ ん

川
かわ

づくり 
河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の暮らしや

歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している

いきものの生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を

保全・創出するために、河川管理を行うことです。 

多摩
た ま

丘 陵
きゅうりょう

～三浦
みうら

丘 陵
きゅうりょう

のみどりのネットワーク 
首都圏を南北に縦断する多摩・三浦丘陵を中心として

形成される一塊の緑地群の広域的な緑のネットワーク

化を図るため、「多摩・三浦丘陵の緑と水景に関する広

域連携会議」が設置されています。同会議には、八王子

市を含め、13自治体が参画しており、生物多様性の保全、

都市農業の保全、樹林地の保全、河川や海浜、水源地と

の関わりなどの観点から、相互の課題を認識し、丘陵保

全に必要な諸施策をより広域的かつ効果的に検討する

ことを目的としています。 

地球
ちきゅう

温暖化
お ん だ ん か

 
人間の活動により二酸化炭素をはじめとする温室効

果ガス（太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖める

働きがあるガス）の濃度が増加し、地表面の温度が上昇

することです。 

特定
とくてい

農地
の う ち

貸付法
かしつけほう

 
「特定農地貸付けに関する農地法などの特例に関す

る法律」の略のことです。平成17年の改正により、農地

を所有していないＮＰＯ法人や企業などが市民農園を

開設することができるようになりました。 

特別
とくべつ

緑地
りょくち

保全
ほ ぜ ん

地区
ち く

 
都市において良好な自然的環境を形成している緑地

を都市計画に定め、開発行為を許可制により規制する地

域のことです。  

都市
と し

計画
けいかく

緑地
りょくち

 
主として都市の自然環境の保全及び改善並びに都市

景観の向上を図るために設けられる緑地のことです。 
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都市
と し

緑地法
りょくちほう

 
都市の緑地を保全するとともに緑化や都市公園の整

備を推進することにより、良好な都市環境の形成を図る

ことを目的として、１９７３年に制定された旧・都市緑

地保全法が２００４年の法改正により改称したもので

す。 
都市の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画、

緑地保全地域の設定と都市計画上の位置づけ、緑地保全

地域内での行為規制、緑地保全上必要な土地の買入れ、

緑地協定、緑地管理機構の指定業務などについて規定し

ています。 

地域制
ち い き せ い

緑地
りょくち

 
私たちの生活において重要な役割を担うみどりや、

様々ないきものの生息・生育空間となっているみどりを

守るため、法や条例による指定を行い、保全に対する担

保を確保した緑地のことをいいます。 

都市
と し

公園
こうえん

等
とう

 
都市計画区域内に地方公共団体が設置した公園や緑

地、国が整備した国営公園の他、緩衝緑地、緑道、墓園

など様々な種類の公園の総称のことです。 

 

ナ 行 

農家
の う か

開設型
かいせつがた

農園
のうえん

 
農業体験農園や農家直営農園といった農家及び農地

所有者自らが開設・経営する農園のことです。 

 

 

ハ 行 

バイオマス 
もともと生物（ｂｉｏ）の量（ｍａｓｓ）のことです

が、今日では再生可能な、生物由来の有機性エネルギー

や資源（化石燃料は除く）をいうことが多いです。エネ

ルギーになるバイオマスの種類としては、木材、海草、

生ゴミ、紙、動物の死骸・糞尿、プランクトンなどの有

機物があります。 

はちおうじ省
しょう

エネ国
こく

 
各家庭で地球温暖化防止のためにエネルギーを効率

よく使う 生活を実践するため、チェックシートに毎月

の家庭の電気・ガスなどのエネルギー使用量を記入しな

がら、省エネ活動に取り組んでもらう事業です。 

はちおうじ出前
で ま え

講座
こ う ざ

 
市民の生涯学習活動を支援することを目的とし、学習

会などに、市や官公署・企業などの職員が講師として伺

い、担当する事業などについて講義や説明をすることで

す。 

ヒートアイランド現象
げんしょう

 
道路舗装や建築物などの増加や冷暖房などの人工排

熱の増加により、都心部の気温が郊外に比べて高くなる

現象のことです。 

ビオトープ 
ドイツ語で生物を意味する「ビオ（Bio）」と場所を示

す「トープ（Tope）」の合成語のことです。本来は1つの

生物種にとって必要な空間のまとまりを意味しますが、

現在では元来そこにあった自然風景、生態系を回復・保

全した区域を指すことが多いです。 

風致
ふ う ち

公園
こうえん

 
良好な水辺、樹林地といった自然環境が残されている

土地などを一体として取り込んで整備した公園のこと

です。 

風致
ふ う ち

地区
ち く

 
良好な水辺、樹林地といった自然環境が残されている

土地などを都市計画に基づき指定し、その風致を維持し

都市環境の保全を図るため定める地区のことです。 

ペレット 
製材廃材などに圧力を加えて固めた固形燃料のこと

です。 

ポケットパーク 
道路わきや空き地などわずかな土地を利用した小さ

な公園ことです。 
 

マ 行 

水
みず

循環
じゅんかん

 
降った雨（降水）は、土壌に浸透するか地表面を流れ

ます。土壌に浸透した水は、地下水となり地中を流れ、

河川や崖地へ湧き出して、海へと注ぎます。海の水は蒸

発し、降水として再び地表にもたらされます。この動き

を「水循環」と呼びます。とりわけ、湧水や河川水を生

み出す地下水は、自然系の水循環の骨格をつくる重要な

要素です。 

みどりのカーテン 
植物を建築物の外側に生育させることにより、建築物

の温度上昇抑制を図る省エネルギー手法、またはそのた

めに設置される、生きた植物を主体とした構造物のこと

をいいます。壁面緑化の一種です。 

みどりのダム 
森林の持つ、水資源かん養機能や土砂防止機能に着目

し、森林の国土保全上の役割と大切さをわかりやすく表

現するときに用いられる言葉です。 
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ヤ 行・ラ 行 

谷戸
や と

 
丘陵や谷あいの低地のことです。 

湧水
ゆうすい

 
地下水が崖や谷頭から地表に流れでたものをいいま

す。湧水はいつでも使える地下水として貴重ですが、都

市では地表面の被覆が進み、雨水の浸透不足で地下水が

涵養しにくくなり、地下水位が低下し、湧水が減少し枯

渇する傾向にあります。 

ランドマーク 
景観を特徴づける目印のことです。 

緑被率
りょくひりつ

 
みどりの総量を把握する方法の一つで、航空写真など

によって上空から見たときのみどりに覆われている面

積の割合のことです。森林・樹林地のほか、草地や農地、

公園や道路、学校などの公共公益施設のみどり、住宅、

工場などの民有地のみどりなどが含まれます。 

 



 

 

 

 

 

皆さんからのご意見・ご感想をお寄せください。 

 

 八王子市みどりの基本計画をご覧いただき、お気づきの点やご意見・ご感想などがありました

ら、ハガキや封書、ＦＡＸ、E-mail で下記までお送りください。これからの八王子市におけるみ

どりの保全などの参考にさせていただきます。 

 

〒１９２－８５０１ 

八王子市元本郷町三丁目２４番１号 

環境部環境保全課 

ＦＡＸ ：０４２－６２６－４４１６ 

E-mail ：b111100@city.hachioji.tokyo.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
八王子市みどりの基本計画 

平成２２年３月 

 

発行 八王子市 

編集 八王子市環境部環境保全課 

 

 

八王子市元本郷町三丁目２４番１号 

ＴＥＬ：０４２－６２０－７２６８ 

 

本冊子は再生紙を使用しています。 



 

 

 

 


